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１. 開催目的 

 平成 21 年 9 月に策定した「国分寺都市計画道路 3･2･8 号線（以下「国 3･2･8 号線」）沿道まちづくり

計画」に示された将来像の実現を目指し、実効性のある施策の導入も視野に入れたまちづくりのあり方

を検討していくため、国 3･2･8 号線整備に伴う環境変化の影響を直接受け、まちづくりの具体化に早急

に取組む必要がある国 3･2･8 号線から両側 30ｍの範囲（以下「検討エリア」）を対象に、地元の皆さん

とともにまちづくりのあり方を検討する第７回「地区別検討会」を開催した。 
第７回地区別検討会では、第６回の意見をふまえて、緑や景観に加え、「安全・安心」の視点から、将

来像の実現に向けたまちづくりの方向性や方法、仕組みについて意見交換を行った。 

また第２部として、東京都北多摩北部建設事務所より、環境施設帯に関する情報提供を行った。 

 

２. 開催概要 

日時 平成 24 年 10 月 20 日（土）10：00～12：00 

会場 市役所 プレハブ会議室第１ 

参加者 14 名 

傍聴者 0 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３. 次第 

 １. 開会 

  ２. 説明 

    ●前回のおさらい 

    ●本日のテーマ 

  ３. 第１部 

    ●「緑」と「景観のまちづくり」について 

    ●「安全・安心」について 

  ４. 第２部 

    ●環境施設帯について 

５. 事務局より 

  ６. 閉会 

開催概要 １ 
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１. グループワーク要旨 

 

（１）「緑」と「景観のまちづくり」について 

 北地区 南地区 

沿道の緑 

・沿道は緑が多い方が良い。（複数） 

・来訪者目線よりも、住む人にとって気

持ちの良い空間であることを一番に考

えるべきである。 

・沿道に緑を配置した場合に、緑化率を

緩和する考え方があっても良い。 

・緑の配置については、一様に規制をか

けるのではなく、大規模開発用地につ

いて個別調整で対応すれば良い。 

・緑がある空間としたい。但し、安全性

に配慮する必要がある（緑陰で交通の

妨げにならないように）。（複数） 

・環境施設帯の緑が多い場所や交通量が

多い場所では、視認性の確保のため、

沿道の緑は少なくても良い、という考

え方があっても良い。 

・敷地内の緑を創出する場合、管理の負

担があるため、緑の管理方法等は今後

検討した方が良い。 

建物高さ 

・沿道から見える緑を確保することで高さ

を緩和できる考え方があっても良い。 

・高さの制限緩和策については、場合に

よっては、まちづくり条例の方が分か

り易いのではないか。 

・沿道側に緑を配置することで高さを緩

和する考え方があっても良い。（複数） 

・日照など住環境への配慮が必要。 

 

建物の位置 

・駐車場を後背地側につくる場合は、排

気ガスや騒音に配慮する必要がある。 

・低層階に商業施設等が入る場合は、歩

行者利用の観点から、沿道側に駐車場

等を配置しない方が良いが、強制は難

しい。 

建物の外壁の 

色彩 

・原色系は控えたい。 

・通行人が不快感を持たれる色は良くな

いが、様々な色が使える方が良い。 

・色はある程度自由度があっても良いと

思う。 

・緑と調和した色としたい。（複数） 

・緑と調和した色の外壁が建ち並ぶまち

並みがあっても良い。 

・外壁の色彩は強制ではなく、お願い事

項にする等、自由度があっても良い。 

 

（２）「安全・安心」について 

 北地区 南地区 

敷地の細分化 

・狭小宅地は望ましくない。（複数） 

・今後、小規模不整形な空地が出てくる

のではないか。その有効利用を検討す

べき。 

・建て詰まりしないゆとりある空間とし

たい。（複数） 

・プライバシー保護、延焼防止のため、

ゆとりある配置としたい。（複数） 

防災に配慮 

した建て方 

・防火地域や準防火地域への指定は想定

しておくべきである。（複数） 

・防火地域や準防火地域にしておくべき

である。（複数） 

ブロック塀 

・ブロック塀は望ましくない。（複数） 

・ブロック（2 段程度の基礎）＋フェン

スのパターンが望ましい。 

・生垣等にする場合、何かしらの支援が

ないとルール化は厳しい。 

・防犯（安全）、景観の観点からブロック

塀は望ましくない。 

・ブロック塀で基礎（2 段程度）をつく

り、その上にフェンスとするパターン

も良い。 

議事要旨 ２ 
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２. 議事概要 

 

（１）資料説明 

①前回のおさらい 

事務局より資料を用いて前回のおさらいについて説明。 

●質問・意見なし 

 

②グループワークについて 

事務局より資料を用いてグループワークの進め方について説明。 

●質問・意見なし 

 

（２）グループワーク 

 北地区・南地区の 2グループに分かれてグループワークを実施。 

●グループごとに討論（結果は次ページ以降に記載） 

 

（３）グループワーク発表 

 北地区・南地区のグループワーク結果概要を発表。 

●質問・意見なし 

 

（４）環境施設帯について 

東京都北多摩北部建設事務所より、環境施設帯の情報提供。 

●質問・意見なし 
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３. グループワーク結果 

（１）北地区 

緑・景観について 

沿道の緑 

・沿道は緑が多い方が良い。（複数） 

・来訪者目線よりも、住む人にとって気持ちの良い空間であることを一番に考えるべ

きである。 

・環境施設帯の緑を活かして、沿道側も緑をつくることで、歩行空間が緑道みたいな

空間になれば望ましい。 

・沿道に緑を配置した場合に、緑化率を緩和する考え方があっても良い。 

・緑の配置については、一様に規制をかけるのではなく、大規模開発用地について個

別調整で対応すれば良い 

建物高さ 

・沿道から見える緑を確保することで高さを緩和できる考え方があっても良い。 

・実際には不整形な土地が多いため、具体的に検討することは難しい（今回は整形な

土地で検討しているため）。 

・高さの制限緩和策については、場合によっては、まちづくり条例の方が分かり易い

のではないか。 

建物の位置 ・駐車場を後背地側につくる場合は、排気ガスや騒音に配慮する必要がある。 

建物の外壁の 

色彩 

・原色系は控えたい。 

・通行人が不快感を持たれる色は良くないが、様々な色が使える方が良い。 

・色は自由な方がまちは明るくなる。 

・色はある程度自由度があっても良いと思う。 

安全・安心について 

敷地の細分化 

・狭小宅地は望ましくない。（複数） 

・今後、小規模不整形な空地が出てくるのではないか。その有効利用を検討すべき。 

・狭小宅地にすると土地が売れず、空地が増える可能性がある。 

・宅地が建て詰まった魅力のない沿道にはしたくない。 

防災に配慮 

した建て方 
・防火地域や準防火地域への指定は想定しておくべきである。（複数） 

ブロック塀 

・ブロック塀は望ましくない。（複数） 

・ブロック（2 段程度の基礎）＋フェンスのパターンが望ましい。 

・生垣等にする場合、何かしらの支援がないとルール化は厳しい。 

・ブロック塀でも防犯を考慮し、高さを下げる工夫が必要。（腰の高さ） 

・ブロック塀も素材や強度があがっているため、プライバシー保護の面から、一概に

除外すべきとは言えない。 
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（２）南地区 

緑・景観について 

沿道の緑 

・緑がある空間としたい。但し、安全性に配慮する必要がある（緑陰で交通の妨げに

ならないように）。（複数） 

・環境施設帯の緑が多い場所や交通量が多い場所では、視認性の確保のため、沿道の

緑は少なくても良い、という考え方があっても良い。 

・敷地内の緑を創出する場合、管理の負担があるため、緑の管理方法等は今後検討し

た方が良い。 

・敷地内の緑化は具体的に何が緑に該当するのかも検討したほうが良い。 

建物高さ 

・沿道側に緑を配置することで高さを緩和する考え方があっても良い。（複数） 

・高さを抑えると自由度がなくなり、にぎわいの形成にも影響するため、緩和する考

え方があると良い。 

・日照など住環境への配慮が必要。 

建物の位置 

・低層階に商業施設等が入る場合は、歩行者利用の観点から、沿道側に駐車場等を配

置しない方が良いが、強制は難しい。 

・建物配置については、条例等に従えば、その他にルールを設定する必要はない。 

建物の外壁の 

色彩 

・緑と調和した色としたい。（複数） 

・緑と調和した色の外壁が建ち並ぶまち並みがあっても良い。 

・外壁の色彩は強制ではなく、お願い事項にする等、自由度はあっても良い。 

安全・安心について 

敷地の細分化 
・建て詰まりしないゆとりある空間としたい。（複数） 

・プライバシー保護、延焼防止のため、ゆとりある配置としたい。（複数） 

防災に配慮 

した建て方 
・防火地域や準防火地域にしておくべきである。（複数） 

ブロック塀 

・防犯（安全）、景観の観点からブロック塀は望ましくない。 

・見通しを良くするため、透過性のあるフェンス等としたい。 

・ブロック塀で基礎（2 段程度）をつくり、その上にフェンスとするパターンも良い。 
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１. 広報資料 

（１）市報（10月 15 日号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）国 3・2・8号線沿道地区まちづくりニュース（第 25 号） 

 第 6回地区別検討会とあわせて案内。 

詳細は国分寺都市計画道路 3･2･8 号線沿道まちづくり地区別検討会（第 6回）の記録参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 ３ 
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２. 説明資料 
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第 2部：環境施設帯に関する情報提供 

（１）環境施設帯とは 

環境施設帯の定義 

・環境施設帯は、幹線道路の沿道の生活の環境を守るために、沿道と車道との間に設置するもの。植樹 

帯、歩道、自転車道、副道等の組合せで構成される 

環境施設帯の整備タイプは２種類 

①緑地タイプ 

特徴 

・ゆとりある歩行空間と植栽空間が確保される 

・植栽帯により、沿道からの出入り（歩道の切り下げ）がある程度制限されるため、比較的大きな画地 

など出入り箇所が限られる場所に適している 

②副道タイプ 

特徴 

・副道を介して出入りするため、出入り箇所の制限が少なく、住宅地など出入口が連続している場所に 

適している 

・本線の通行に影響を受けず荷下ろしや車庫入れが可能 

・緑地タイプよりも、植栽できる部分が少なくなる 

 

（２）環境施設帯検討会の仕組みや進め方 

住民の国 3・2・8 号線の関わりを軸に 3 つの区域に分類 

①沿道住民（国 3・2・8 号線に面する方）→「ブロック別検討会」 

・環境施設帯の整備の方向性について「緑地タイプ」、「副道タイプ」のどちらで整備するかの選定を行 

う（側道区間を除き、5 区間に分けブロック別に検討） 

⇒現在、ブロック別検討会を開催し検討中（第 1 回ブロック別検討会を 9 月 29 日、30 日に開催） 

②地域住民（国 3・2・8 号線から 30ｍに住まいの方を対象）→「地区別検討会」 

・植樹帯の配置や樹種、自転車走行空間等について「地区別検討会」の場で検討。 

⇒第 1 回地区別検討会を 12 月 1 日開催予定 

③周辺住民（国 3・2・8 号線から 100ｍに住まいの方を対象） 

・まちづくりニュースによる周知及びアンケートの実施 

 

（３）まちづくりニュースのアンケート調査での主なご意見（平成 24 年 9 月実施） 

＜緑地タイプ・副道タイプに関するご意見＞ 

・現状の環境保全を主眼とすれば、緑地が多くなる緑地タイプがよい。 等 

・車道に停車車両があると、通行障害となるので副道タイプがよい。 等 

＜自転車道に関するご意見＞ 

・自転車と歩道を分離してほしい。 等 
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＜遮音壁に関するご意見＞ 

・無色透明な遮音壁を設置してほしい。 

・静かな住宅地を守ってほしい。 等 

＜樹木の配置や樹種に関するご意見＞ 

・大きくならない木がよい。 

・春は桜並木、秋はもみじ並木として季節を楽しむことが出来るものにしてほしい。 

・きれいな花が咲く樹木を配置してほしい。 

・国分寺にはハナミズキの畑が多くあるので、ハナミズキがよい。 

・落葉で沿道の家に迷惑にならないようにしてほしい。 等 

＜その他のご意見＞ 

・本道路は防災上も極めて有意義と考え、早い完成を期待している。 

・住宅街であること、すなわち住民の生活している地域であることを配慮してほしい。 

・道路の建設により今より暮らしやすい環境になることを望む。 

・この道路により浸水危険地域を解消してほしい。 等 
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３. 掲示資料 

●国 3・2・8号線の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●まちづくり方針図 
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●平面部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＪＲ中央線オーバーパス部 
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●西武国分寺線アンダーパス部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都市計画図 

 


